
7 基本契約書（案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

1 1 4 1
入札説明書等の優先順

位

「質問回答（入札説明書等に関する質問への回答書（第１
回）及び入札説明書等に関する質問への回答書（第２回）を
総称していう）」とありますが、対面的対話における内容も
含む理解でよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

2 １ 4 １
入札説明書等の優先順

位

書類間に齟齬がある場合は、本基本契約、建設工事請負契約
及び運営業務委託契約、質問回答書の優先順位となっており
ますが、基本契約、建設工事請負契約及び運営業務委託契約
について、本質問に対する回答で修正等の改訂が発生した場
合は、その改訂内容を織り込んた状態での優先順位付けとの
理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

3 １ 5 1 (2) 役割分担

運営に関して、見学者・地域住民対応業務とありますが、貴
組合業務として実施される見学者・地域住民対応業務を除い
た対応業務との理解で宜しいでしょうか。

入札説明書P.5 第2章8(1)イ(ウ)に記載のとおりとします。
なお、小学校の社会化見学など、学校に関する受付、引率、
説明等の対応は運営事業者が実施する範囲とします。

4 3 7 6 運営事業者の運営

各事業年度の1月末日までに、翌年度の経営計画を発注者に提
出するとの記載がございますが、翌年度経営計画を策定する
のに必要な翌年度の搬入計画は、貴組合より経営計画提出2か
月前の各事業年度の11月末日までにご提示いただけるとの認
識で宜しいでしょうか。

経営計画に必要な搬入計画は、要求水準書の表2-2及び表2-10
に記載の計画処理量とします。

5 3 8 3 事業契約

(1)～(3)について、基本協定書（案）第５条(1)の通り、本件
事業の入札に限って有効と理解してよろしいでしょうか。

お見込みのとおりです。

6 4 8 3 (3) 事業契約

「事業契約に関し、」受注者が刑法第96条の6若しくは第198
条又は独占禁止法第89条第1項の罪を犯し、その刑が確定した
ときのみ、本号に該当し、事業契約とは関係なく該当条文の
刑が確定したときは該当しないという理解でよろしいでしょ
うか。
（なお、建設工事請負契約書（案）第47条(12)ハでは、「こ
の契約に関し」という限定が明示に付されております）

お見込みのとおりです。

7 4 9 1 設計・建設業務

建設工事請負契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書及
び入札提案書類に基づき実施との記載がございますが、本基
本契約書（案）の記載がございませんが宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。
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7 基本契約書（案）に対する質問

No. 頁 条 項 号 項目名 質問の内容 回答

8 5 10 1 運営業務

運営業務委託契約、質問回答書、要求水準書、入札説明書及
び入札提案書類に基づき実施との記載がございますが、本基
本契約書（案）の記載がございませんが宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

9 5 12 2
事故、故障等の発生時

の対応

本項は運営期間中の事象に関するものであるため、「受注者
を構成する各当事者」「受注者を構成する運営事業者以外の
各当事者」を構成員のみとし、協力企業は本項における協
議・協力に参加しないルール・体制としてもよろしいでしょ
うか。

事故故障等の原因追及び責任の所在を明らかにするために、
協力企業の参加が必要な場合には、協力企業を含めた協議体
制にしてください。

10 6 16 2 (1)
新ごみ処理施設におけ
る電気事業法上の責任

等

受注者又は運営事業者は電気事業法第39条第1項の義務を果た
すものとの記載がございますが、当該項は設置者の義務につ
いて示されていることから、受注者又は運営事業者は設置者
とはならないため「みなし設置者」となることを意図してい
るとの理解で宜しいでしょうか。

お見込みのとおりです。

11 7 19 損害賠償

本条における「債務不履行」とは、基本契約書の違反のみを
指し、建設工事請負契約または運営業務委託契約の債務不履
行に関しては本条の連帯責任の対象外という理解でよろしい
でしょうか。

お見込みのとおりです。

12 7 19 損害賠償

基本契約書第9条第2項で「新ごみ処理施設の完成引渡期限は
令和13年3月31日まで」と定められており、この期限を徒過し
た場合は、本条の損害賠償の対象となりますでしょうか。
（なお、建設工事請負契約書（案）第54条第5項では、設計・
建設期間内に工事を完成することができない場合、損害賠償
額の予定として遅延日数に応じ年3％の割合で計算された額と
定められております。）

本基本契約の損害賠償の対象になりません。
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